プレコンセプションケア普及啓発事業業務委託仕様書
・ この仕様書は企画提案書作成用である。
・ 公募型プロポーザル後、埼玉県は契約候補者と協議を行い、協議が整った場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ、修正の上契約を締結する。




　埼玉県（以下「委託者」という。）が本業務委託受託者（以下「受託者」という。）に委託する内容は、次のとおりとする。

１　目　的
　小・中・高校生とその関係者、大学生等に対し、妊娠・出産への前段階としての母子保健に関する知識の普及及び相談指導を行うことにより、母性の健全育成と健康の増進を図る。

２　委託期間
　契約締結日から令和９年３月３１日

３　事業内容
（１）健康教育（出前講座）の実施　（実施上限：５０回）
　思春期の子どもたちまたは大学生等に対し、性に関する正しい知識の普及を行い自己決定する力を育む。
①　対象者
　県内に在住・在学する小・中・高校生、大学生等
②　実施方法
　ア　実施箇所の決定
（ア）実施箇所は、小学校・中学校・高等学校・大学等の団体から申込書を受け付け、日時等の調整を図ったうえで決定すること。
（イ）申込書の受付は、以下の手順で実施すること。
ａ　当年度分の申し込みを、期日を指定して受け付ける。
ｂ　上記ａで指定した期日時点で、申し込み数が当年度の実施上限数を下回る場合や期日以降に講座の中止等が生じた場合は、その後も実施上限数に達するまで、随時申し込みを受け付ける。
（ウ）実施箇所の決定は、以下に留意のうえ行うこと。
ａ　上記（イ）ａによる受付において、申し込みが実施上限数を上回った場合は、以下の事項を考慮し実施箇所を決定すること。なお、必要に応じて実施箇所決定前に委託者に協議すること。
（ａ）実施箇所が特定の地域に偏在しないこと。
（ｂ）概ね過去３年度までに実施した箇所（同一学校の別学年で実施した場合を含む）よりも、同期間内に未実施である箇所での実施が優先されること。なお、本項における過去の実施箇所は、思春期保健事業及び妊娠・出産・不妊に関する出前講座における講座実施箇所を指すこと。
ｂ　実施を決定した場合、申込者に通知すること。また、委託者にも報告すること。
イ　講座の実施
（ア）講師
　講座で扱う事項に応じて、助産師等の専門職またはプレコンサポーター養成講座にて修了証を交付された者が行う。
（イ）実施内容
  受講者の年齢・状況・環境等に応じ必要性を検討し、以下について、講義・ロールプレイ・グループワーク・実技等を用いて行う。
ａ　思春期の特性や精神保健に関すること
ｂ　性などに関し、自分と相手を大切にした自己決定能力を育むこと
ｃ　妊娠・出産を通した生涯の健康に関すること
ｄ　コミュニケーションや対人関係技術に関すること
ｅ　卵子の老化、不妊及び高齢妊娠のリスクなど妊娠に関する正しい知識の提供
ｆ　正しい知識を知った上でのライフプランを考えること
ウ　実施上の留意点
（ア）講座の日時及び場所については、受講者の便宜を考慮すること。
（イ）実施に当たっては、申込者と協力して行い、特に講演内容については申込者と十分に協議し、密に連携を図ること。
（２）プレコンセプションケアに関する研究会（２回程度）
　プレコンセプションケアに関連する関係者に対し研究会を実施し、思春期に効果的な健康教育や心身の特徴について理解を深める。
①　対象者
　思春期保健や思春期健康教育に関わる者（小・中・高等学校の教員、保健師、助産師、看護師等）
②　実施方法
　受講者の状況等に応じ、以下についての研究会（講演会）を行う。
ア　プレコンセプションケアに関すること
イ　地域保健と学校保健の連携
ウ　その他思春期保健に関すること
③　講師
　思春期保健に精通した学識経験者等

４　報告
　受託者は、事業終了後速やかに、別に定める事業報告書にその他参考となる資料を添付し、委託者に報告すること。

５　受託者の責務
（１）受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。
（２）受託者は、本委託業務の責任者を選任しなければならない。また、業務責任者は、委託者の委託業務の履行に関する指示等を受けて、次の任に当たるものとする。
ア 従事者に対する指揮監督と業務処理
イ 委託業務履行に関する委託者との業務連絡及び調整
ウ その他本委託業務の目的達成に必要な事項

６　その他
（１）本事業を通じて取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の定める手続きを行うものとする。
（２）本事業の実施にあたり、関係機関との連携を十分に図り、本事業の実施について協力を求めるものとする。
（３）事業に係る関係者の安全に留意すること。
（４）この仕様書に定めのない事項等については、協議の上決定するものとする。
（５）受託者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他
法令を遵守すること。



